
（１）出題される課題 

課      題 減 点 事 項 減点数 

１．猟具の判別 

 使用できる猟具３種類、禁止猟

具３種類について判別させる。 

○判別を誤った場合(1 種類につき) 5 

２．猟具の架設 

 使用しようとする猟具１種類につ

き架設を行わせる。 

○架設ができない場合 

○架設が不完全な場合 

○架設が円滑でない場合 

31 

20 

10 

３．鳥獣の判別 

 狩猟鳥獣、非狩猟鳥獣１６種類

について判別させる。 

○判別を誤った場合(1 種類につき) 2 

 

 

（２）試験の実施方法 

①猟具の判別 

猟具の使用の是非の判別試験は、網猟免許及びわな猟免許のいずれも 6 種類の猟具(使用できる猟

具 3 種類、禁止猟具 3 種類)について行われる。一般的には、網猟免許については、使用が許されてい

る猟具として「片むそう網、谷切網、つき網」が、使用が禁止されている猟具として「かすみ網、はり網、とり

もち」が使用されていることが多い。また、わな猟免許については、使用が許されている猟具として「くくりわ

な(4mm以上のワイヤーロープ、より戻し・締付け防止金具付き)、はこわな（金属製）、筒式イタチ捕獲器

（ストッパー付き）」が、使用が禁止されている猟具として「くくりわな(4mm 未満のワイヤーロープ、締付け防

止金具なし)、とらばさみ、筒式イタチ捕獲器（ストッパーなし）、はこおとし（「さん」なし）」が使用されている

ことが多い。 

 

石垣島のわなの判別試験では、６種類のわなが机の上に置かれていて、禁止猟具を別の机に置くように

指示されました。 

猟具の架設は、はこわなを架設するように指示されました。 



使用できる猟具 

＜わな＞ 

 

 

 



禁止猟具 

＜あみ＞ 

 

 
 

 



使用できる猟具 

＜わな＞ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



禁止猟具 

＜わな＞ 

 

 

 


